
お問い合わせ
ご相談
申し込み

●入稿データについて
●広告の入稿データは、Machintosh または

Windows の Adobe illustrator・Photoshop
で作成した「完全データ」でご入稿ください。

●文字化けを防ぐため、文字はすべてアウトラ
インをとってください。

●弊社で広告データの制作も承ります（料金は
左表「データ制作含む」をご参照ください）。
上記「広告掲載イメージ」のようなデザイン
が基本となります。

●お支払いについて
　 お申し込み後、港区の広告審査会にて掲載
決定がされてから、本書の発刊日迄の間にお
願いいたします。

★国が定める法令や港区が定める「港区広告掲載基準」等に基づき、掲載のお申し込みをいただいても掲載できない場合があります。
　また、掲載内容の変更等をお願いすることがありますので、ご了承ください。

（株）ドゥ・アーバン　担当 :  岩船・白鳥

☎ 03-5724-5921
メールアドレス : minato-ad@do-urban.co.jp
ホ ー ム ペ ー ジ : http://www.do-urban.co.jp

FAX  03-5724-5922

広告掲載のご案内

「港区暮らしのガイド」平成28年版
広告募集中！

地域情報、行政情報、生活情報の3部構成で
「使って便利、見て楽しい」ご家庭の保存版！

港区発行「港区暮らしのガイド」

冊 子 タ イト ル
発 行
発 行 年 月
発 行 部 数
広 告 販 売 期 間
配 布
冊 子 規 格

「港区暮らしのガイド」
東京都港区
平成28年10月
21,000部
平成28年6月～8月末（予定）
区役所・各総合支所等に配置・転入者等に配布
A4判、180ページ（予定）、フルカラー

●
●
●
●
●
●
●

※画像は平成26年版です
　デザインは変わることがあります

　港区が「港区暮らしのガイド」の改訂版を発行します。行政情報を中心に、区民の皆様
に役立つ情報を盛り込んで、ご家庭の保存版として有効にご利用いただけます。
　平成28年版の制作および広告販売は、株式会社ドゥ・アーバンがとり行うこととなりま
した。高い広告効果が期待できる「港区暮らしのガイド」に広告を掲載してみませんか？

次回改定時期まで

継続して
掲載されます！

（平成30年10月予定）

広告掲載期間

●広告掲載イメージ

●広告料金表

※平成26年版を見本として掲載しています

中面 1ページ

中面 1/2ページ

中面 4枠

中面 3枠 （横）

中面 2枠 （縦・横）

中面 1枠

医療広告 1枠

マップへの掲載あり

280,000円

159,000円

85,000円

67,000円

47,000円

25,000円

25,000円

上記料金に+5,000円

スペース データ支給
料金（税込み）

※

※

※

292,000円

167,000円

90,000円

72,000円

50,000円

27,000円

27,000円

上記料金に+5,000円

データ制作含む
※

※

※

※は、マップへの掲載料金を含みます

〒153-0042 東京都目黒区青葉台 2-21-6　中目黒青葉台ビル



中面 1ページ
縦247mm×横180mm

〔 280,000円 〕
（マップへのプロット込み）

中面 1/2ページ（6枠）
縦122mm×横180mm

〔 159,000円 〕
（マップへのプロット込み）

中面 1枠
「マップへのプロットあり」

縦47mm×横58mm
〔 30,000円 〕

中面 1枠
「マップへのプロットなし」

縦47mm×横58mm
〔 25,000円 〕

中面 1枠
縦47mm×横58mm

〔 25,000円 〕

中面 横2枠
縦47mm×横58mm

〔 47,000円 〕

中面 4枠
縦97mm×横119mm

〔 85,000円 〕
（マップへのプロット込み）

※料金は全て税込み表示です

中面 縦2枠
縦97mm×横58mm

〔 47,000円 〕

MAP MAP芝 P.162 芝 P.162 芝歯科医院 歯科医院 歯科医院

●医療広告の掲載イメージ
※医療広告は専用ページのみの対応となります

※マップは平成26年版を見本として掲載しています

「マップへのプロットあり」の場合は
広告枠の上部にこのように表示し、
マップに位置と名称を掲載します。

●広告のマップ掲載イメージ

●広告サイズ広告は1枠（縦47mm×横58mm）を基本として、2枠～4枠、1/2ページ、1ページをお選び
いただけます。 また、冊子中のマップに所在地等を掲載することもできます。



  

「港区暮らしのガイド（平成 28 年版）」 

広告掲載 御申込書 

 

  平成 28 年  月  日 

（宛先）株式会社 ドゥ・アーバン 

 

 

            御申込 事業所等名称                 

 

                代表者職・氏名              印 

 

「港区暮らしのガイド（平成 28 年版）」の広告の掲載について、港区広告掲載基準

を確認の上、以下のとおり申込みます。     （裏面で必ず確認してください。） 

広告を掲載する印刷物

の名称 
「港区暮らしのガイド（平成 28 年版）」 

希望する広告の 

掲載位置等 

□ 医療広告 、□暮らしのガイド （下記５地区より選択） 

□芝地区 □麻布地区 □赤坂・青山地区 □高輪地区 □芝浦地区 

□1 枠 □2 枠 □3 枠 □4 枠 □1/2 頁 □1 頁 □Map  

申

込

者 

事業所所在地 
 

事業所等名称
ふ り が な

 
 

担当部署 
 

担当者氏名
ふ り が な

 
 

電話番号 
（内線：      ） 

ＦＡＸ  

e-mail 

アドレス 

 

 免許証・許認可

書の番号※ 

 

※ 法律・条令等による許認可対象事業の事業者様は、許認可権者発行の免許・許認 

可書の番号を記載していただき、写しの添付も必ずお願いいたします。 

後日、弊社（株式会社 ドゥ・アーバン）よりご連絡差し上げます。 

 

（裏面あり）



港区広告掲載基準（抜粋） 

 

（前略） 

 

第５条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に規定する風

俗営業その他これに準ずる業種 

（２）消費者金融業 

（３）占い、運勢判断に関するもの 

（４）法律に定めのない医療類似行為を行うもの 

（５）規制対象となっていない業種において、社会問題を起こしている業種又は事業者 

（６）興信所、探偵事務所等 

（７）法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行うもの 

（８）集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織 

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第１号に規定する再生債務者又は

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第６項に規定する開始前会社若しく

は同条第７項に規定する更生会社 

（10）国、地方公共団体その他の公共団体が実施する競争入札において指名停止等の措置

を受けている者 

（11）租税その他の公課を滞納している者 

（12）広告に係る事業に関し行政機関の行政指導を受け、当該行政指導に従った改善をし

ない者 

（13）前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める業種又は事業者 

 

（後略） 


